
ご遺族のみなさまへ
ご親族の方のご逝去に心からご冥福をお祈りいたします。

笠間市ではご遺族の方が届出などをしなければならない市役所
関係の手続きと、一般的な市役所以外の手続きについて、ハンド
ブックを作成しました。

このハンドブックが、ご遺族の皆様にとって、必要な手続きを
進める一助となれば幸いです。

なお、ご不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせ
ください。

笠間市

市役所での手続きチェックリスト
亡くなった方が以下に該当する場合は、手続きが必要です。参照ページでご確認ください。

確認事項（亡くなった方について） 該当 参照
ページ

住民登録

印鑑登録をしている □
P.3

マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている □

亡くなった方を含め家族に外国籍の方がいる □ P.4

健康保険
国民健康保険に加入している □ P.5

後期高齢者医療制度に加入している □ P.6

医療福祉
マル福を受けている □

P.7
マル福を受けているお子さんがいる □

年  金

年金を受給している □
P.8~11

国民年金に加入したことがある □

農業者年金の加入者または受給者である □
P.12

介護保険 ６５歳以上または要介護認定を受けている □

障がい福祉

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有している □
P.13

障害福祉サービスを受けている □

障がいなどを事由とする手当を受給している □ P.14

子育て

児童手当の受給対象者または受給対象児である □ P.15~16

児童扶養手当の受給対象者または受給対象児である □
P.16~17

１８歳未満のお子さんがいる □

義務教育修了前のお子さんがいる □ P.18

税  金

市税などの口座振替をしている □ P.19

未登記家屋を所有している □
P.20

固定資産税が課税されている □

原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している □
P.21

上下水道

上下水道を使用している □

井戸水を使用している世帯で、公共下水道または農業集落排水を利用している □
P.22

上下水道料金の口座振替をしている □

浄化槽を使用している □
P.23

その他

犬を飼っている □

市営住宅に入居している □ P.24

空家・空地を所有している □
P.25~26

生前に住んでいた家が空家になる（可能性がある） □

農地・森林を所有している □ P.27~28

会社員である □ P.29

個人事業主（自営業）である □ P.30

市役所以外での主な手続き一覧 □ P.31

市役所での手続き

　市役所での手続きチェックリスト  …………………… P.2

その他の主な手続き

　亡くなった方が会社員だった場合  ……………………P.29

　亡くなった方が個人事業主だった場合  ………………P.30

相続に関する手続き

　相続に関する手続きチェックリスト  …………………P.33

市役所での手続きのお問い合わせ

笠間市役所 本所　　　〒３０９ー１７９２　笠間市中央三丁目２番１号
笠間市役所 笠間支所　〒３０９－１６９８　笠間市笠間１５３２番地
笠間市役所 岩間支所　〒３１９－０２９４　笠間市下郷５１４０番地

笠間・友部地区から　 ☎０２９６－７７－１１０１
　　岩間地区から　　☎０２９９－３７－６６１１

電話はすべて笠間市役所本所につながります。

市役所での手続き
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